
私立高等学校等専攻科生徒奨学給付金の給付に関する事務処理についての一部改正新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

私立高等学校等専攻科生徒奨学給付金の給付に関する事務処理につい

て 

 最終改正施行 令和４年５月18日 

 

 

前文 ［略］ 

 

１ 給付申請及び認定について 

(１)～(６) ［略］ 

 (７) 所得確認を行う生計維持者について 

ア 生計維持者とは、生徒に父母がいる場合は当該父母とし、

生徒に父母がいない場合は当該生徒（当該生徒が主として他

の者の収入により生計を維持している場合にあっては当該他

の者）とする。 

なお、令和３年度以前に高等学校専攻科に入学した生徒に

ついては、本文中「生計維持者」とあるのは、「令和４年４

月１日改正前の規定による保護者等」と読み替えるものとす

る。 

イ ［略］ 

ウ ［略］ 

(８)～(10) ［略］ 

 

２～４ ［略］ 

 

私立高等学校等専攻科生徒奨学給付金の給付に関する事務処理につい

て 

 最終改正施行 令和５年５月16日 

 

 

前文 ［略］ 

 

１ 給付申請及び認定について 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 所得確認を行う生計維持者について 

ア 生計維持者とは、生徒に父母がいる場合は当該父母とし、

生徒に父母がいない場合は当該生徒（当該生徒が主として他

の者の収入により生計を維持している場合にあっては当該他

の者）とする。 

（削除） 

 

 

 

イ ［略］ 

ウ ［略］ 

(８)～(10) ［略］ 

 

２～４ ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


